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６．その他の手続き（許可番号の変更・会社の合併・分割等） 

下記の変更申請の場合、その他の手続きから申請してください。 

 ・許可番号の変更 

 ・会社の合併・分割、事業譲渡等による変更事項 

 ・その他の変更事項 ※大阪府より書類提出を求められた場合 

 

※電子契約ポータルサイトにログインしてから電子申請システムを起動する必要があります。 

 電子契約ポータルサイトのログインの操作は、第１章 １．電子契約ポータルサイトから電子申請システム

へのアクセスを参照してください。 

 

 １）その他の手続き（許可番号の変更・会社の合併・分割等） 

   以下の操作は、建設工事、測量・建設コンサルタント等、物品・委託役務で共通の操作となります。 

 

 

① 「大阪府 電子申請システ

ム」画面から，建設工事，

測量・建設コンサルタント

等，物品・委託役務の中

から申請対象となる申請

区分をクリックします。 

 

② 画面右のスクロールバー

で下にスクロールして［変

更申請］の欄にあるその他

の手続き（許可番号の変

更・会社の合併・分割等）

をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  

 

①  
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③ 申請内容に該当する区分

を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

④ 変更事項に関する特記事

項等を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

⑤ 今回の申請で申請内容を

入力した人の情報を入力

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  

 

③  

 

④  
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⑥ 入力内容の確認画面が表

示されます。入力内容に

誤りが無いことを確認し

て、次へをクリックして

下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 申請を送信する場合は，

送信をクリックします。

送信をキャンセルする場

合は，戻るをクリックし

ます。 
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⑧ データの送信が完了する

と，到達確認通知が表示さ

れます。 

 

 

 

 

 

⑨ 添付書類のアップロード

はこちら（別ウインドウが

開きます）をクリックしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 書類種別を選択。ファイル

選択をクリックし、送付し

たいファイルを添付しま

す。 

  ※一度に送付できる合計 

のファイルサイズの 

上限は、100ＭＢです。 

 

⑪ 本申請で送付したいファ

イルをすべてアップロー

ドした場合は、「申請に対

する書類はすべてアップ

ロードしました。」にチェ

ックを入れてください。 

 ※後日送付したいファイル 

がある場合は、チェック   

しないでください。 

※後日送付する場合は、 

状況確認画面からファイ 

ル添付することが可能で 

す。 

 

⑫ 登録ボタンをクリックし 

ます。 

 

 

 

 

 

 

⑨ 

 

⑩ 

 

⑪ 

 



6．その他の手続き（許可番号の変更・会社の合併・分割等） 

3-65 

 

 

⑬内容を確認し，画面下の  

印刷をクリックして印刷 

を行います。 

 

印刷処理後，終了がクリ 

ック可能となりますので、 

終了をクリックして「大 

阪府 電子申請システム」 

画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


